
玉村町企業立地促進条例施行規則 

（趣旨) 

第１条　この規則は、玉村町企業立地促進条例（平成２３年条例第２号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象業種) 

第２条　条例第２条第３号の規定で定める事業は、次に掲げる事業とする。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律 

第１２２号）に基づく営業の許可又は届出を要する事業 

(2)　宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

(3)　貸金業又はそれに類する事業 

(4)　前３号に掲げるもののほか、町長が条例の目的に合致しないと認める 

　事業 

２　前項第２号及び第３号に掲げる事業の区分は、統計法（平成１９年法律

第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の例

による。 

（指定の申請) 

第３条　条例第８条の規定による申請は、指定事業者指定申請書（様式第１

号）に関係書類を添えて、対象となる事業所の工事を着手する日の３０日

前までに行うものとする。 

２　前項の申請は、申請を行う企業等が法人であって、親会社及び子会社が

共同で立地しようとするときは、連名により提出することができる。 

（指定の通知) 

第４条　町長は、条例第９条の規定により指定を行ったときは指定事業者指

定通知書(様式第２号)により、指定を行わないときは指定事業者不指定通

知書(様式第３号)により申請をした者に通知するものとする。 

（変更の届出) 

第５条　条例第１０条の規定による届出は、指定申請事項変更届（様式第４

号）により行うものとする。 

（指定の承継) 



第６条　条例第１１条第２項の規定による届出は、指定承継届（様式第５号）

により行うものとする。 

（指定の取消し) 

第７条　町長は、条例第１２条の規定により指定の取消しを行ったときは、

指定事業者指定取消通知書（様式第６号）により指定事業者に通知するも

のとする。 

（操業開始の報告) 

第８条　条例第１３条の規定による報告は、操業開始報告書(様式第７号)に

より行うものとする。 

（企業立地促進奨励金の交付申請) 

第９条　第４条の規定による通知を受けた指定事業者が条例第４条に規定す

る企業立地促進奨励金の交付の申請をしようとするときは、企業立地促進

奨励金交付申請書（様式第８号）に事業実施報告書（様式第９号）及び町

長が必要と認める書類を添えて、町長に申請するものとする。 

（奨励金の交付決定) 

第１０条　町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、かつ、

必要に応じて現地調査を行い、適当と認めた場合は、奨励金交付決定通知

書（様式第１０号）により申請をした者に通知するものとする。 

（帳簿等の整備) 

第１１条　奨励金の交付を受けた者は、奨励金の交付に係る証拠書類、帳簿

等を整理し、当該奨励金の交付を受けた日から５年間保存しなければなら

ない。 

（補則) 

第１２条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附　則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

　　附　則 

この規則は、令和６年９月１日から施行する。 

 


